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事故の概要：水上オートバイT号（以下「本船」）は、船長が１人で乗り組み、搭乗者A 

ほか１人を乗せたトーイングチューブと称する円形浮体をえい航して神奈川県平塚市馬入
ば にゅ う

橋

北方（相模川）遊走中、平成２８年７月１７日１０時３０分ごろ、搭乗者が落水して負傷し

た。 

速い速力でえい航された浮体が遠心力で振られて横転し、搭乗者が負傷 

事例２ 浮体から搭乗者が落水等して死傷した事故 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 防 止 策 ）  

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しております。(平成 29(2017)年 5月 25日公表) 
http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2017/MA2017-5-8_2016yh0064.pdf 

・船長は、浮体をえい航して旋回する際、浮体が遠心力により振られることを

念頭に置き、安全な旋回半径及び速力で旋回すること。 

原因：本事故は、本船が、馬入橋北方において、円形浮体をえい航して遊走中、約４０～５

０㎞/hの対地速力で右旋回した際、円形浮体が、遠心力により振られて横転したため、搭乗

者Ａが落水したことにより発生したものと考えられる。 

※ 国土地理院ＷＥＢサイトの地理院地図使用 

船長は、水上オートバイの操縦経験が１５年以

上あり、浮体をえい航した経験が多数あったが、

円形浮体のえい航は今回が初めてであった。 

（事故発生場所） 

搭乗者Ａは、胸椎圧迫骨折と

診断された。 

本船は、円形浮体を長さ約２０ｍの化
学繊維製索でえい航し、遊走した。 

船長は、時々振り返って円形浮体の状
況を確認しながら、約４０～５０㎞/h
の対地速力で北進し、大きく右旋回し
た際、円形浮体が横転し、搭乗者２人が
落水した。 
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